
自 家 発 Q & A ㊹

　　　10月号「自家発Ｑ＆Ａ」では、「いおう
酸化物」、「ばいじん」及び「窒素酸化物」に関
する排出基準の規制値等が紹介されました。こ
の排出基準の適用範囲について教えてください。

　　　�　10月号で紹介した基準は国が定めた「一般
排出基準」で、全国のばい煙発生施設ごとに
適用される基準です。

　　　大気の汚染レベルは、都市と農山村、工
業地帯と非工業地帯というように、地域によっ
て違ってきます。大都市、工業地帯等の大気汚
染が深刻な地域においては、一般排出基準だけ
で大気環境の改善を図ることが容易でないこと
が考えられます。このような場合、大気汚染防
止法では、どのような規定を設けて対応してい
るのでしょうか。

　　　�　大気汚染が深刻な地域においても大気環境
の改善が図れるよう、大気汚染防止法では一
般排出基準とは別によりきめ細かく、厳しい
排出基準を定めることができることを規定し
ています。この規定に基づき定められたばい
煙の排出基準の種別を表１に示します。

　　　表１の特別排出基準について、適用され
る具体的な地域と規制値について教えてくださ
い。

　　　�　特別排出基準は、いおう酸化物及びばいじ
んを規制対象とします。
　いおう酸化物に係る特別排出基準は一般排
出基準と同様にK値規制（※）により行われ、
大気汚染防止法施行規則第７条により、一般
排出基準が適用される全国121に区分された
地域のうち、28地域にあるばい煙発生施設に
対し、一般排出基準にかえて適用されます。
（※．「自家発Ｑ＆Ａ」10月号を参照）

　�　また、適用される規制値（K値）は一般排
出基準よりも厳しく、同施行規則第７条によ
り３段階（「1.17」、「1.75」、「2.34」）に区分
けされ、1.17が６地域、1.75が８地域、2.34
が14地域のそれぞれのばい煙発生施設に適用
されます。
　特別排出基準が適用される主な地域と規制
値（K値）を表２に示します。

　�　一方、ばいじんに係る特別排出基準について
は表３に示す地域に適用されます。規制値は
「自家発Ｑ＆Ａ」10月号を参照してください。

　　　大気汚染防止法では、国が定めた排出基
準（一般排出基準及び特別排出基準）では大気
環境の改善が十分に図られない場合、都道府県
知事が条例においてより厳しい排出基準を定め
ることができるとされていますね。

　　　　そのとおりです。
　ばいじん又は窒素酸化物を対象に都道府県
知事が条例により定める基準を、「上乗せ排
出基準」と言います。
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自家発電設備に対する環境規制について
　11月号では、大気汚染防止法において自家発電設備がばい煙発生施設に該当する場合に
適用される排出基準の種別、また、自家発電設備の種類（常用又は非常用）によるばい煙
規制の相違点について解説します。
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　東京都特別区、横浜市、名古屋市、大阪市
等の地域では、国の基準よりも厳しい排出基
準が条例により定められていますので、これ

らの地域に自家発電設備を設置しようとする
場合、事前に上乗せ排出基準の規制値を調べ
ておくことが必要です。

表１　ばい煙の排出基準の種別

種　　別 規制物質 規制方式 規　制　内　容

一般排出基準 （注１）

いおう酸化物 K値規制

全国のばい煙発生施設ごとに適用される国が定めた排出基準ばいじん
窒素酸化物

濃度規制

特別排出基準 （注２）
いおう酸化物 K値規制 大気汚染が深刻な地域において、新設のばい煙発生施設を対象

に、一般排出基準にかえて適用される国が定めた排出基準ばいじん 濃度規制

上乗せ排出基準 （注３）
ばいじん
窒素酸化物

濃度規制
一般排出基準、特別排出基準では大気汚染防止が不十分な地域
において、ばい煙発生施設に適用される都道府県知事が条例に
より定めたより厳しい排出基準

総量規制基準 （注４）
いおう酸化物
窒素酸化物

総量規制
上記に挙げる施設ごとの基準のみでは環境基準の確保が困難な
地域において、都道府県知事が定めた大規模工場に適用される
工場ごとの排出基準

注１．大気汚染防止法第３条による。注２．同法第３条による。注３．同法第４条による。注４．同法第５条の２による。

表２　いおう酸化物に係る特別排出基準が適用される主な地域と規制値（K値）

政令で定める地域区分（注）

22 33 35 38 49 58 61 88

鹿島町等
（茨城県）

東京都
特別区等

横浜市
川崎市等

富山市
高岡市等

名古屋市
東海市等

大阪市
堺市等

姫路市
明石市等

北九州市
等

特別排出基準 2.34 1.17 1.17 2.34 1.17 1.17 1.75 1.75

一般排出基準 4.5 3.0 3.0 5.0 3.0 3.0 3.5 3.5

注．大気汚染防止法施行令第５条別表３による。

表３　ばいじんに係る特別排出基準が適用される９地域

特別区（東京都） 横浜市、川崎市、横須賀市（神奈川県） 名古屋市等（愛知県）

四日市市等（三重県） 大阪市、堺市等（大阪府） 尼崎市（兵庫県）

倉敷市（岡山県） 北九州市（福岡県） 大牟田市（福岡県）
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　　　自家発電設備の設置に係る大気汚染防止
法の規制について、この他に留意すべき事項が
ありましたら教えてください。

　　　�　自家発電設備は、常用自家発電設備（移動
用のものを除く。）と非常用自家発電設備に
大別できます。11ページの表１に掲げる排出
基準は、ばい煙発生施設に該当する常用自家
発電設備には適用されますが、非常用自家発
電設備については適用されません。

　　　　これは次の２つの規定によります。

① 大気汚染防止法施行規則附則（昭和62年
11月６日総理府令第53号）により、大気汚
染防止法施行令別表第１の29項に掲げるガ
スタービン又は同表30の項に掲げるディー

ゼル機関のうち、専ら非常時において用い
られるもの（非常用施設）は、「いおう酸
化物の排出基準」、「ばいじんの排出基準」、
「有害物質の排出基準」、「特別排出基準」、
「特定工場等の規模に関する基準」、「総量
規制基準」の規定を、当分の間、適用しな
いこととされている。
② 環大規第237号（昭和62年11月６日）
により、「電気事業法で定める非常用予
備発電装置」、「消防法令に基づき非常電
源」又は「建築基準法に基づく予備電源」
として専ら用いられるもの等が、非常用
施設に該当するものとされている。

　常用と非常用の自家発電設備に対する
大気汚染防止法上の主な規制の違いにつ
いて、表４に示します。
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表４　常用と非常用の自家発電設備に対する大気汚染防止法上の主な規制

規　　制 常用自家発電設備 非常用自家発電設備

ばい煙の排出基準 適　用 非適用

ばい煙発生施設の設置の届出 必　要 必　要

ばい煙量等の測定 必　要 不必要

ばい煙量等の測定結果の記録・保存 必　要 不必要
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▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
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第114回自家発電設備認証委員会審議結果
2019年10月23日（水）開催

更 新 審 査

申請者等 対象品目 認証番号 登録形式 有効期限

㈱アルティア － 非常動力装置 H-D-47 3形式 2024/ 9/ 5

サーベイランス

申請者等 対象品目 認証番号 登録形式 有効期限

三菱重工エンジンシステム㈱ － 防災用自家発電装置 B-D-126  5形式 2024/ 4/20

大洋電機㈱ 回転機システム工場
防災用自家発電装置 B-D-13  7形式 2021/10/30

常用防災兼用発電装置 K-D-13  1形式 2020/ 2/24

㈱ケイ・エス・アイ 本社工場 非常動力装置 H-D-131  2形式 2021/10/30

富士電機㈱ － 防災用自家発電装置
B-D-20 42形式

2020/12/18
B-T-20  9形式
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